
　　　　

令和7 年 3 月 1 日

9 時 0 分から 17 時 0 分まで あり なし

健康・生活

運動・感覚

認知・行動

言語
コミュニケーション

人間関係
社会性

主な行事等 ・季節の行事、家族参加日、遠足、バス散歩、外部講師による保護者勉強会、摂食学習会、定期健診、歯科指導などを実施

（別添資料１）

家族支援

・子育てや家族に関する悩みや困りごとの相談に応じます
・子育て等に関する内容をテーマとした保護者勉強会を行います
・お子さんの自立及び保護者のレスパイトを目的とし、親子通園との併用で母
子分離を行います（対象年齢：医ケアあり２才、なし３才以上）

移行支援

・進路先の療育施設や集団への所属に関する相談を適宜行います
・既に集団に所属している場合は保護者を含め、支援者の相談に応じます

地域支援・地域連携

・相談支援事業所との連携および担当者会議の出席
・保健センターや子育て支援施設、児童発達支援事業所、相談支援事業所等と
の情報連携をします 職員の質の向上

・事業所内で各種研修を実施するほか、外部研修を受講し職員の質の向上
を図ります

支　援　内　容

・健康状態の把握,改善のため、健康観察、身体測定、定期健診、歯科検診を実施し、発育状況及び健康状態の把握や助言を行います
・同じタイムスケジュールで過ごす中で、睡眠、食事、排泄などの基本的な生活リズムを身につけられるよう支援をします
・お子さんの特性に合わせた遊びや活動を取り入れ、基本的な生活習慣（食事、着替え、排泄等）の生活動作獲得に向けて支援をします

・日常生活に必要な動作の基本となる姿勢や運動の習得や身体能力の向上に向けての活動を提供します
・感覚や発達状況に応じた環境調整をし、視覚、聴覚、触覚などの感覚を使ったあそびや活動の経験を提供します
・集団や個別活動や行事などでいろいろな経験ができるよう場面を提供します

本
人
支
援

・活動や遊び、心理発達相談を通してひとりひとりの認知の特性を理解し、必要な情報が適切に理解できるよう支援します
・あそびや集団活動を通じて空間や時間などの概念形成ができるよう支援します
・遊びの中で手に取りやすい玩具や感触の物で遊ぶことで興味関心を広げられるよう関わります

・ひとりひとりの発達の状況を理解し、多様なコミュニケーション手段を活用して楽しむことができるよう支援します
・自発的な発声や仕草から思いを共有し、思いに合った仕草や言葉で応えることで発語や仕草等、表出が増えるよう支援します
・言葉の相談や言葉に関する講演を実施し、発語や表出についての発達過程やコミュニケーション手段を共有します

・親子通園する中で、身近な大人と楽しい経験を通して、人に対する信頼感・安心感、自己肯定感を育むよう支援します
・いろいろな遊びや活動を通して、対人関係や社会性につながる発達や特性を見守り、保護者と共有します
・母子分離を実施し、保護者以外の人からケアを受けたり、園生活を過ごしたりすることができるよう支援します

支援方針 歩行や運動発達等が気になるお子さんに対し「日常生活における基本的な動作の習得」、「家庭や社会でよりよい生活ができるよう」に支援します

営業時間 送迎実施の有無

法人（事業所）理念 健やかな育成を支援するため、質の高い専門的な発達支援を受けられるよう、サービスの充実を図ります

作成日支援プログラム事業所名 　船橋市東簡易マザーズホーム


